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岐阜県立森林文化アカデミー 学校評価   

令和４年度 自己評価報告書 

 

１．学校の教育目標 

森林や木材に関わるさまざまな分野で活躍する人材を育成することを目的として総合的な教育を行う。 

「森と木のクリエーター科」(以下「クリエーター科」という。)は、特定分野における高度な専門知識と、問題解決のための企画力、想像力をもった

スペシャリストを養成する。 

「森と木のエンジニア科」(以下「エンジニア科」という。)は、林業・林産業に関わる幅広い知識、技術を学んだうえで、現場で高い安全性と経済性

を両立できる技術者を養成する。 

また、県民を対象に森での学びを提供する「生涯教育（森林総合教育センター（morinos））」や、専門技術者を対象に最新の知見や技術を提供する「専

門技術者研修」など、幅広い活動を行う。 

 

２．本年に定めた重点的に取り組むことが必要な目標や計画 

 将来に対し県民から必要とされる森林文化アカデミーに進化するため、アカデミーの改革プランに基づき今年度は次の取組みを重点的に実施した。 

 

（１）専修教育部門における令和４年度カリキュラム編成の見直し 

令和４年度からエンジニア科を対象に、危険な作業を伴う野外活動が多いため、「救命救急講習」を開講し、４月には応急処置の基礎を実施し、２

年生は 1月に『普通救命講習Ⅰ』を受講し、消防署から修了証を交付された。また、エンジニア科、クリエーター科とも「樹木同定実習」を「樹木・

木材同定実習」にリニューアルし、樹木だけでなく木材も同定することにより、より深く樹木の生態や利用を学べるようにするなど、専修教育の質

的向上を図るため、教務委員会が中心となり、授業科目の見直しやシラバスの改良を行いカリキュラム編成の見直しを実施した。 

 

（２）外部委員による学校関係者評価委員会の提言に基づく取組み 

森林文化アカデミー学校評価実施要領に基づき、外部委員からなる「森林文化アカデミー学校関係者評価委員会（以下「評価委員会」という。）」

を実施し、自己点検評価に対する意見等に対する対応方針を「学校関係者評価報告書」として取りまとめ、本学における教育活動や学生指導等の学

校運営の改善に活かした。指摘内容に対して、学生のインターンシップ後に、受け入れ企業等に対して意見や要望を聴取し次回以降のインターンシ

ップに生かしたり、県内市町村に対して森林環境譲与税を利用した学生の支援を依頼するなど学校の運営改善に取り組んだ。 
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（３）学生の確保 ＜令和５年度入学定員数の確保（クリエーター科 20名、エンジニア科 20名）＞ 

クリエーター科では 31名の受験者があり、22 名が合格し、最終的には 22名の入学者を確保することができた。 

エンジニア科では 30 名の受験者があり、22 名が合格し（のちに 3 名辞退）、最終的には 19 名の入学者を確保したが、辞退者が多く、定員の確保に

至らなかった。 

 

（４）就職指導強化 ＜エンジニア科の県内就職率 80％以上＞ 

    岐阜県内企業への就職を促進するため、県内企業による企業説明会を３回実施したほか、森林技術開発・普及コンソーシアムの協力を得て、県内

企業による就職相談会（キャリアカフェ）を５回実施し、県内企業と接する機会やマッチングの機会を創出し、県内企業の魅力を PR してきたが、

エンジニア科の県内就職率は 68％と目標の 80%に達することはできなかった。しかし、エンジニア科 2年生の県外出身者が 48%(11人)占める中、県

外出身者４人が県内に就職した。 

 

（５）新型コロナウィルス感染症拡大予防対策 

    令和３年度に続き、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、感染予防対策等を実施した。 

   〇感染防止対策の実施。 

    ・健康チェックカードによる体調管理、マスク着用 

   ・教室等の消毒液の設置 

   ・密集を避けるため、広い教室での授業実施、バスを 2台体制で実施。 

    ・学生への支援制度や感染対策などの情報提供を随時実施。 
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３．評価項目の達成及び取り組み状況 

（１）教育理念・目標 

評価項目 評  価 今年度の取組み実績、課題、今後の改善方策 

1．学校の理念・目的・育成人材像

は定められているか 
④ ３ ２ １ 

森林文化アカデミーは、「森林と人との共生」を基本理念とし、すべての人々が森林と親しく

関わりを持ち、森林からの恵みを持続的に享受できる社会づくりを目指して、全国で初めての

森林教育・学習機関として平成 13年（2001年）に開学した。 

「岐阜県立森林文化アカデミー条例（平成 13 年 4 月 1 日条例第 45 条）（以下「条例」と

いう。）第 1条及び「岐阜県立森林文化アカデミー学則（平成 13年 4月 1日）（以下「学則」

という。）第 1条に、『森と木に関する学術を教授研究し、専門的かつ広範な知識及び技術を有

する人材を育成し、森林の整備と保全、森林文化の発展並びに岐阜県における林業及び林産業

の振興を促進する』目的を明記している。 

また、本学には、現場で自ら行動できる技術者を育成する「エンジニア科」と、森と木に関

わるスペシャリストを育成する「クリエーター科」があり、それぞれに求める人物像や学びの

特色を明確にするため、平成 29 年度にディプロマポリシー（卒業認定方針）、カリキュラムポ

リシー（教育課程の編成・実施方針）、アドミッションポリシー（入学者受入れ方針）を策定し、

学生募集要項に掲載するとともに、本学ホームページに一般公開しているほか、学生に対して

は入学ガイダンス等で説明した。 

入学を希望する学生や保護者等には、オープンキャンパス、エブリデーオープンキャンパス

（随時学校見学会）、学園祭、高等学校進路相談会等で本学の理念等の説明を行った。 

2．学校における職業教育の特色は

明確になっているか 
④ ３ ２ １ 

3．学校の理念・目的・育成人材像・

特色・将来構想などが、学生や

保護者等に周知されているか 

 

④ ３ ２ １ 

※評価）適切・・4、ほぼ適切・・3、やや不適切・・2、不適切・・1
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（２）学校運営 

評価項目 評  価 今年度の取組み実績、課題、今後の改善方策 

4．目的に沿った運営方針が策定さ

れているか ④ ３ ２ １ 

運営方針として、平成 27年度に『将来に対し県民から必要とされる森林文化アカデミーに進

化するため』にアカデミー改革プランを策定した。そのプランに基づく事業計画として、改革

項目と進捗管理を行うロードマップを策定した。令和 2 年度に進捗状況一覧表を作成するとと

もに、重点施策は、毎年年間計画を立て、４半期ごとに進捗状況を把握した。 

全教職員に対しては、毎年度業績目標を定め、業績評価、能力評価を実施し、学校教育の改

善に努めた。 

課題として、アカデミー改革プランが策定されてから 7年経ち、社会状況等も変化している

ため、今年度、若手教職員を中心としたワーキンググループによる『20 年後のアカデミーの

将来像を考える』として今後のアカデミーのあり方などの検討を行っているが、来年度以降も

継続して検討して、方向性を示せるようにする。 

5．運営方針に沿った事業計画が策

定されているか 

④ ３ ２ １ 

6．運営組織や意思決定機能は、規

則等において明確化されている

か。有効に機能しているか 

④ ３ ２ １ 

本学の学則において、各種会議、委員会に関する設置を明記し、経営会議規程、運営会議規

程、各種委員会規程等を整備し、運営組織や意思決定機能を明確にしている。また、原則毎月

1 回経営会議、運営会議を開催し重要事項について意思決定を図っているほか、毎月 1 回各種

委員会や教職員会議を開催し教育内容の検討、情報の共有や周知を図った。 

7．人事、給与に関する規程等は整

備されているか 
④ ３ ２ １ 

本学は、県立学校であり、「地方公務員法」（昭和 25 年法律第 261 号）に基づいて、人事・

給与等に関する規程は整備されている。 

8．教務・財務等の組織整備など意

思決定システムは整備されてい

るか 

④ ３ ２ １ 

「岐阜県事務委任規則(昭和 43年岐阜県規則第 125 号)」、「岐阜県立森林文化アカデミーの管

理運営に関する規則(岐阜県教育委員会規則第 18号)」、「森林文化アカデミー処務規程」におい

て、事務・財務・服務等の規程を設けている。学長は校務をつかさどり、所属職員を指揮監督

するなど、組織的な意思決定システムを整備している。 

9．業界や地域社会等に対するコン

プライアンス体制が整備されて

いるか 

④ ３ ２ １ 

「地方公務員法」、「岐阜県職員倫理規程・同運用要領及び同運用指針」により、教職員は、

法令遵守を徹底するとともに、「森林文化アカデミー 20220401 職員倫理憲章実行計画」を策

定し、コンプライアンスの体制を整備している。 

また、外部との連携・協働事業については、承認基準を整備している。 

10．教育活動等に関する情報公開

が適切になされているか ④ ３ ２ １ 

本学の概要や教育方針、活動報告、キャンパスライフ等については、ホームページや公式Ｓ

ＮＳで常時公開している。アカデミーの活動については教員や学生が逐次情報を追加し、今年

度の活動報告は 187 件掲載した。 

 ※評価）適切・・4、ほぼ適切・・3、やや不適切・・2、不適切・・1 
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（３）教育活動 

評価項目 評  価 今年度の取組み実績、課題、今後の改善方策 

11．教育理念等に沿った教育課程

の編成・実施方針等が策定され

ているか 

④ ３ ２ １ 

森林文化アカデミー改革プランに基づき、エンジニア科は平成 27 年度から 2年次を「林業コ

ース」と「林産業コース」の２コース制とし、クリエーター科は平成 29 年度から「林業」「森

林環境教育」「木造建築」「木工」の４専攻とし、課程ごとに専門的な人材を育成することとす

る教育課程の編成・実施方針を策定している。 

12．学科のカリキュラムは体系的

に編成されているか ④ ３ ２ １ 

森林文化アカデミー改革プランに基づき、平成 28 年度、29 年度の 2 か年間でカリキュラム

編成を見直し、1 年次には、基礎知識や基本的技術を習得し、2年次には、より専門的・実践的

実習によりスキルアップできるよう体系的にカリキュラムを編成している。 

13．キャリア教育・実践的な職業

教育の視点に立ったカリキュラ

ムや教育方法の工夫・開発が実

施されているか 

④ ３ ２ １ 

現地現物主義として実践教育に重点を置いたカリキュラムとなっており、エンジニア科にお

いて、卒業後の進路に関する具体的なイメージを持つために、「キャリアデザイン」の授業をカ

リキュラムに位置づけ、2 年生の卒業間近の 1/26には、外部講師による『社会人としてのマナ

ー講座』を実施するなどキャリア形成にかかわる授業を行った。 

14．関連分野における実践的な職

業教育（産学連携によるインタ

ーンシップ、実技・実習等）が

体系的に位置づけられているか 

④ ３ ２ １ 

企業インターンシップはエンジニア科では 1 年は 9 月末に 5 日間、2 年生は、7月に 4 日間、

8 月に 5 日間の必須授業としており、クリエーター科では各自で日程調整を行い実施できるよ

うカリキュラムが整備されている。また、今年度からインターンシップ後に企業等にアンケー

トを実施し、その結果を次回のインターンシップに改善できるような仕組みを構築した。 

また、各分野の専門家や実務者を非常勤講師として今年度は 83名を招き、実践的な職業教育

が受けられるよう現地での実習などの体制整備がされている。 

15．授業評価の実施・評価体制は

あるか 

④ ３ ２ １ 

各授業について、授業アンケート（授業評価）を授業終了後学生に対して実施している。回

答方法として、紙だけでなく、Google フォームでも実施し、回答しやすくしている。 

授業アンケートの内容は、「シラバス」、「時間・環境」、「内容」や「満足度」など 11 の質問

項目を設定し、4 段階で評価するとともに、改善点や意見などを記述するようにしており、結

果を教員に還元しやすくして授業改善に努めた。 

課題として、評価は各項目とも 3.5以上であったが、記述欄には、「授業の組み立てに改善の

余地がある。」「授業時間が少ない」など様々な意見があったため、それらの意見を次年度以降

のシラバスやカリキュラムに反映するなど今後の授業に生かしていくようにしていく。 
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評価項目 評  価 今年度の取組み実績、課題、今後の改善方策 

16．職業教育に対する外部関係者

からの評価を取入れているか ④ ３ ２ １ 

 森林文化アカデミー学校評価実施規程（H31.3.18 制定）に基づき、林業・林産業等関係業界

等外部関係者で構成する評価委員会において、6/21 に自己評価に対する意見を聴取し、「学校

関係者評価報告書」として取りまとめ、11/18にホームページで公表した。 

17．成績評価・単位認定、進級・

卒業判定の基準は明確になって

いるか 

④ ３ ２ １ 

成績評価・単位認定・卒業要件は学則に規定するとともに、シラバスに評価方法を明記し、

これらをガイドブックに記載し学生に配布して適切に運用している。卒業認定は卒業認定会議

(2/21)により審議・決定した。 

18．資格取得等に関する指導体制、

カリキュラムの中での体系的な

位置づけはあるか 

④ ３ ２ １ 

授業・実習を行うことで資格が取得できるカリキュラムを体系的に編成し、指導体制を整備

している。また大型特殊やフォークリフト等外部機関による免許取得を促進するため、カリキ

ュラムに位置づけ、取得支援を行っている。 

19．人材育成目標の達成に向け授

業を行うことができる要件を備

えた教員を確保しているか ④ ３ ２ １ 

林業、森林環境教育、木造建築、木工の 4 分野において、専門的知識・技術を有する専属の

教員を 18名確保し、教育を行っている。 

また、授業以外にも、市町村や企業から研究を受託し課題解決に向けた取り組みを行ってい

るほか、自主的な教員研究も実施し、教員の能力向上に努めている。 

なお、教員が取り組んでいるプロジェクトや研究を取りまとめたアニュアルレポート（年 1

回）を発行している。 

20．関連分野における業界等との

連携において優れた教員（非常

勤講師等を含む）を確保するな

どマネジメントが行われている

か 

④ ３ ２ １ 

関連業界や各分野で活躍している専門家や実務者約 83名を非常勤講師として招き、幅広く多

様な教育を実践した。 

また、各業界で活躍している 3 名の特別招聘教授、1名の名誉客員教授、3名の客員教授、2

名の特任教授から専門的な立場での授業・指導等を行っているほか、連携協定を締結している

企業の社員による授業・実習も実施した。 

 ※評価）適切・・4、ほぼ適切・・3、やや不適切・・2、不適切・・1 
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（４）学習成果 

評価項目 評  価 今年度の取組み実績、課題、今後の改善方策 

21．就職率の向上が図られている   

 か 

４ ③ ２ １ 

今年度の就職率は、(進学を除く、起業を含む)は、クリエーター科は 91％で、エンジニア科

は 100％だった。 

関連分野の企業を集めて学生向けに行う企業説明会(4/21、5/20、6/16)や、企業の代表者によ

る学生との意見交換会（キャリアカフェ）（7/6、9/5、9/14、10/14、10/27、延 28 人参加）を

行い、学生が企業に興味を持ち、就職意識を高めることにより、就職率の向上を図った。 

課題として、就職活動の開始が遅い学生がいるため、早めに就職活動を行うように学生を指

導していくとともに、今後も就職率 100%を目標に企業等とのマッチングや就職相談等に取り

組み、学生の面接指導なども行っていく。 

22．在学生、卒業生の社会的な活

躍及び評価を把握しているか 

 

④ ３ ２ １ 

在学生については、教育活動や社会活動等で他の模範となる学生を表彰する規程を設け毎年

表彰しており、今年度は、学外での活躍や論文発表などを行った学生を学長奨励賞として２名

選出し表彰した。また、学外からも表彰（「第 4回日本伐木チャンピオンシップ ジュニアク

ラス 3位」「岐阜県伐木安全技術評価会 新規技術者部門 優勝、第 3位」、「WOOD 

DESIGN賞」(ソーシャルデザイン部門）、韓国の木造倉庫の構造架構デザインコンペ（２０２

１）優秀賞)を受けた学生がいた。 

卒業生の活動や取組みについては、可能な限り把握して本学ホームページや学校紹介パンフ

レット等において随時紹介している。また、卒業生とのネットワークを活用し、在学生の就職

支援や研究活動支援等に役立てているほか、実務・実践者として本学の非常勤講師に任命し授

業や実習、専門技術者研修の講師などを担当してもらった。 

また、「＃森林文化アカデミー卒業生」として、Youtube などに投稿してもらい、引き続き、

卒業生とのつながりをもち、活躍状況を把握していく。 

 ※評価）適切・・4、ほぼ適切・・3、やや不適切・・2、不適切・・1 
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（５）学生支援 

評価項目 評  価 今年度の取組み実績、課題、今後の改善方策 

23．進路・就職に関する支援体制

は整備されているか 

④ ３ ２ １ 

本学では、キャリア支援委員会を設け、各専攻の先生と連携し学生の就職相談や就職支援を

実施している。また、授業でもキャリアデザイン、企業研修、インターンシップ等の就職支援

授業を実施するほか、森林技術開発・普及コンソーシアムとも連携しながら企業の担当者を招

いて行う企業説明会を実施し、就職活動につながる支援を行った。 

学校に来た求人情報（９８件）は、随時、学校の掲示板に掲載するとともに、学内システム

に投稿し、常時閲覧できるようにした。 

24．学生相談に関する体制は整備

されているか 
④ ３ ２ １ 

エンジニア科・クリエーター科の両学科主任科長のほか、エンジニア科では林業コース長・

林産業コース長、及び各学年担任を、クリエーター科では４専攻主任を配置し学生の生活指導

や相談体制を整備している。科長を中心に年に２回個別面談を実施した。 

また学内に相談室を設け、専門カウンセラーによる相談を受けられる体制を整備している。

(月１回) 

25．学生に対する経済的な支援体

制は整備されているか 

④ ３ ２ １ 

本学単独の特別給費制度（クリエーター科各学年２名）、県内金融機関３行による給付型奨学

金制度（エンジニア科３名）、地元篤志家による給付型奨学金制度（クリエーター各学年１名、

エンジニア科１名）により学生への経済的支援体制を整えている。 

また、国の「緑の青年就業準備給付金制度」（９名）や日本学生支援機構の奨学金制度の学生

への支援や、令和２年度より「大学等における就学の支援に関する法律(令和元年法律８号)」に

規定する授業料減免制度（３名）を整備している。 

さらに、連携協定を締結している市町村等の協力を得て、本学学生向けに独自の支援制度（給

付型奨学金または補助金）を創設し、学生に対する経済的支援に取り組んでいただいていると

ともに、県内の市町村に対して、森林環境譲与税を利用した支援制度の創設の依頼をした。 

26．学生の健康管理を担う支援体

制は整備されているか 
④ ３ ２ １ 

年 1 回の定期健康診断を義務付け実施している。また学内に保健室を設置し体調不良の際に

利用できるよう体制を整備している。 

27．保護者と適切に連携している    

 か ④ ３ ２ １ 

体調不良や怪我をした場合、適宜保護者へ連絡することとしているほか、欠席が多いなど問

題のある学生に対しては、ただちに保護者へ連絡する体制を整備している。 

また、保護者の代表に「学校関係者評価委員会」の委員として参画していただいた。 

28．社会人のニーズを踏まえた教育

環境が整備されているか ④ ３ ２ １ 

大学卒業程度や社会人経験者を対象として２年間の「クリエーター科」があり、高度な専門

技術や地域社会への貢献など、社会人向けの教育環境は整備している。 

また、科目履修生や研究生の制度もあり、志望があれば選考のうえ、受け入れている。 
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評価項目 評  価 今年度の取組み実績、課題、今後の改善方策 

29．高校・高等専修学校等との連

携によるキャリア教育・職業教

育の取組みが行われているか ④ ３ ２ １ 

県内の３つの農林高校（岐阜(12/6)、加茂(12/15)、飛騨高山(8/2)）との連携により、本学に

おいて林業の実践的な講義や実習を実施した。また、職業教育を実践する本学の授業を伝える

ための出前講座を恵那農業高校(5/17,25)で実施した。 

また、長野林業大学校と京都府立林業大学校と一緒に「林業大学校対抗 伐木選手権」

(11/17,18)を開催し、将来の林業を担う学生の安全作業の意識付け及び林業技術・知識の向上や

他校と競うことによるモチベーションの向上、学生同士の交流を図った。 

※評価）適切・・4、ほぼ適切・・3、やや不適切・・2、不適切・・1 

 

（６）教育環境 

評価項目 評  価 今年度の取組み実績、課題、今後の改善方策 

30．施設・設備は、教育上の必要

性に十分対応できるよう整備さ

れているか 

４ ③ ２ １ 

施設・設備については、本学の専修教育を実施する上で十分な規模を持ち整備されているが、

開学から 20 年以上経過し、屋外の木造個所や設備等に老朽化や不具合が発生している。そのた

め、中長期保全計画として長寿命化計画を策定し、予算上の制約もあるが、計画的な修繕に努

めており、今年度は、林産加工棟の集塵設備の改修を行った。 

学内に Wifi を整備し、情報環境整備を行うとともに、Microsoft Teams を利用できるように

環境を整備した。また、今年度は、学生が授業で利用する情報処理室のパソコンを高スペック

なパソコンに更新し、高度な IT 技術を授業に取り入れるための教育環境の充実を図った。 

課題となっている断熱対策も含めたアカデミー校舎大規模改修については、５年度に調査を

する予定であり、その調査結果を踏まえて改修計画を立てていく。 

31．学内外の実習施設、インター

ンシップ、海外研修等について

十分な教育体制を整備している

か 

④ ３ ２ １ 

学内の実習施設や教育器材、演習林については、定期的な点検を行い安全性と機能を確保し

ている。インターンシップについては、本学の制度として確立し、授業の一環として実施して

いる。海外研修については、ドイツのロッテンブルク林業大学と教育連携により学生研修とし

て整備しており、今年度は、４名の学生が渡欧した。 

32．防災に対する体制は整備され

ているか ④ ３ ２ １ 

学内緊急連絡網、本学消防計画を策定し防災体制を整備している。また、全教職員及び学生

を対象とした消防訓練を 2/16 に実施した。 

また、演習林内に、ポストを設置し、救急の場合に適正に現場の位置を把握し、速やかに対

応できるように消防署と取り決めをしている。 

 ※評価）適切・・4、ほぼ適切・・3、やや不適切・・2、不適切・・1 
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（７）学生の受入れ募集 

評価項目 評  価 今年度の取組み実績、課題、今後の改善方策 

33．学生募集活動は、適正に行わ

れているか 

④ ３ ２ １ 

資料請求者に対して迅速な情報提供（学生募集要項等の発送）、オープンキャンパス（7/16、

8/21）や学園祭（11/12,13）での情報提供、県内高等学校の訪問のほか、東京・大阪にある県

の移住相談員の活用、企業が行う高校進路相談への参加など様々な取組みにより、適宜学生募

集活動を実施した。 

また、オンラインでの「森と木と暮らしの仕事セミナー」をクリエーター科の専攻ごとに計

４回行った。 

34．学生募集活動において、教育

成果は正確に伝えられているか 

④ ３ ２ １ 

学生募集時に、学校の特色、教育内容、卒業後の進路、取得資格等を記載した学校紹介パン

フレットを配布し学校情報を正確に提供している。また、ホームページ上でも同内容を掲載し

情報提供を行っている。 

オープンキャンパスでは、学科の説明会、施設案内、在校生とのフリートークや教員との相

談会などを実施し、参加者に対して、本学での学びを具体的に伝えている。 

また、クリエーター科 2 年生の課題研究について、どのような課題を設定し研究したか課題

研究要旨をホームページで公開している。 

  ※評価）適切・・4、ほぼ適切・・3、やや不適切・・2、不適切・・1 

 

（８）法令等の遵守 

評価項目 評  価 今年度の取組み実績、課題、今後の改善方策 

35．法令、専修学校設置基準等の

遵守と適正な運営がなされてい

るか 
④ ３ ２ １ 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 30 年法律第 162 号)第 30 条に基づき森

林文化アカデミーは設置されており、「学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)」及び「専修学校設

置基準(昭和 51年文部省令第 2 号)」に基づき、組織編制、教育課程、教員、施設及び設備の基

準を遵守している。また、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 33 条及び「条例」

の規定に基づき、「規則」を定めており、適切な運営に努めている。 

教員のワーク・ライフ・バランスを実現し、健康を守るために、教員の働き方改革を５年度

から実施できるよう対応した。 

35．個人情報に関し、その保護の

ための対策がとられているか ４ ③ ２ １ 

県が定める個人情報の保護規程に準じて本学で定めた手続きに基づき適正に対応している

が、今年度、メールの誤送信により、個人情報が流出する案件があった。再発を防ぐために、

メールの誤送信防止システムを導入するとともに、適切に対応するよう職場研修を実施した。 

36．自己評価の実施と問題点の改

善を行っているか ④ ３ ２ １ 

自己評価については、学内で設置している教務委員会で検討を行い運営会議で確定する体制

を整備している。また、「学校関係者評価報告書」を全教員に周知するとともに、委員の意見等

に対する対応方針を踏まえ、自己評価の課題とともに検討し、改善するように努めた。 



11 

 

37．自己評価結果を公開している  

 か 
④ ３ ２ １ 

「令和３年度自己評価報告書」は令和４年５月に、評価委員会における協議結果をまとめた

「学校関係者評価報告書」は同年１１月に本学のホームページで公開した。 

 ※評価）適切・・4、ほぼ適切・・3、やや不適切・・2、不適切・・1 

 

（９）社会貢献・地域貢献 

評価項目 評  価 今年度の取組み実績、課題、今後の改善方策 

38．学校の教育資源や施設を活用

した社会貢献・地域貢献を行っ

ているか 

 

④ ３ ２ １ 

クリエーター科の学生が、課題研究として 1 年間かけて、社会や地域の課題からその問題解

決につながる調査・研究等を行い、社会や地域への貢献を行っており、本学のホームページで

課題研究要旨を公開している。 

市町村連携事業として、本学と協定を締結した５市町と、相互発展のために連携・協力を行

っており、教員が森づくり委員会や協議会の委員など各種委員会への委員として参画した。 

受託研究（１０件）として、市町村や企業等から依頼を受け、課題解決のために教員の有し

ている専門・技術による研究や取組みを実施した。 

すべての人と森をつなぐ「森の入り口」として、森林総合教育センター（morinos）は、い

つでもだれでも気軽に利用できる施設として一般に開放し、利用者数は、16,122人おり、イン

タープリターも常勤しており、演習林を含めた施設を活用しているとともに、地域の任意団体

が実施する森のようちえん活動に本学の施設や森林を提供するなどしていた。また、「morino de 

van(森の出番)」という森林体験プログラム教材を載せた車で 51 回各地に出向いて本学教員等

がプログラムを届けた。 

また、学園祭(翔風祭)を一般に公開しており、本学での学びなどを近隣住民に示す機会ととも

に、近隣こども園のステージ発表も行うなど、地域貢献した。 

39．地域住民や県民、専門的実務

者等に対する公開講座・教育訓

練を積極的に実施しているか ④ ３ ２ １ 

生涯教育(森林総合教育センター（morinos）として、一般県民 214 回、指導者 44 回、教育

機関 57 回と対象に応じた様々な講座を開催した。（3 月末現在） 

専門技術者研修としては、林業技術者向け研修２講座、木造建築技術者向け研修６講座を計

画的に実施するとともに、オンデマンド講座としていつでも視聴できる講座も開催した。    

また、岐阜県地域森林管理士養成、施業プランナーやスマート林業の研修(19 回 延 377 人)

を実施した。 

 ※評価）適切・・4、ほぼ適切・・3、やや不適切・・2、不適切・・1 
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（１０）国際交流 

評価項目 評  価 今年度の取組み実績、課題、今後の改善方策 

40．留学生等の受入れ・派遣、在

籍管理等において適切な手続き

等がとられているか 

④ ３ ２ １ 

ドイツのロッテンブルク林業大学と教育連携を結び、学生や教員の交流、共同研究や共同研

修を実施しており、留学生等に対する支援体制は整備されている。 

今年度は、ロッテンブルク林業大学へのサマーセミナーに学生が１人参加（9/18~25）し、ま

た、ドイツ等の森林環境教育を学びに学生３人が渡欧(9/21~10/2)した。 

また、広葉樹の共同試験として、ロッテンブルク林業大学の研究生が来日して県内のコナラ

林の調査(8/16~31)を行った。 

41．留学生等の学習・生活指導等

について学内で適切な体制が整

備されているか 

④ ３ ２ １ 

 ※評価）適切・・4、ほぼ適切・・3、やや不適切・・2、不適切・・1 

 


